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(様式４)継続事業中間評価調書   ( 年度実施事業)（事前評価 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

事業ｺｰﾄﾞ 政策コード 政 策 名
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

３．事業目的（どういう状態にしたいのか）１－１．事業実施当初の背景（施策目標達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

(重点施策推進方針との関係) 重点事業 その他事業

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体
１－２．外部環境の変化及び事業推進上の課題

 ②事業の対象者･団体

 ③達成のための手段

２．住民ニーズの状況(事業継続中に把握したもの)
５．昨年度の評価結果等 継続 改善 見直しまたは休廃止受益者 一般県民 （時期： 年 月）①ニーズを把握した対象

②ニーズの変化の状況 a 増大した c 減少したb 変わらない ①評価の内容
③ニーズの把握の方法

アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

④ニーズの具体的内容及び変化の状況の内容 ②評価に対

する対応

６．事業の全体計画及び財源 単位(千円)

事 業 内 訳 左　　の　　説　　明 年度 年度 年度年度 年度 年度順位 全体(最終)計画

財源内訳 左  の  説  明

国 庫 補 助 金

県　　　　　債
そ　　の　　他
一 般 財 源

令和03 令和03 05 10

0101020302 秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略

02 若者の県内定着・回帰と移住の促進による秋田への人の流れづくり移住総合推進事業
「秋田暮らし」の魅力等の移住情報の発信強化03

あきた未来創造 移住・定住促進課 移住促進班 1234 鈴木雄輝 武石菜津希

平成28 令和99

　移住者の積極的な受入により多様な人材を確保し、地域の活性化につなげる。　本県の人口減少を抑制するため、県外からの移住の促進等の社会減対策が必要である。そのため市
町村、ＮＰＯ、民間団体等と連携・協働し、移住者の受入体制の充実や移住希望者に向けた移住情報
の発信、移住初期の生活への支援や地域への溶け込み支援等により、本県への移住を促進する必要が
ある。

● ○

県

市町村、ＮＰＯ、民間団体、本県への移住者及び移住希望者・関心者　ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センターで対応した移住相談件数は、平成20年の2,475件から増加傾
向にあり、令和２年はコロナ禍で前年を下回ったものの38,320件の移住相談があり、移住への関心は
全国的に高い傾向が続いている。また、移住を志向する年代は、平成20年は全体の約７割が50歳代以

　首都圏及び県内移住相談窓口の設置、全国規模の移住相談会等への出展、移住ポータルサイト等を上であったのに対し、令和２年は20歳代～40歳代が７割を超え、若い世代の移住希望も引き続き高い
活用した移住情報の発信、移住者の視点を生かした「あきた暮らし」の魅力発信、引越費用・冬季生傾向にある。この変化を踏まえ、本県への移住の促進を図るためには、仕事、住居、子育て環境など
活用品の購入費用等への助成、移住起業家の育成プログラム実施等。、若い現役世代のニーズに応じたきめ細かな情報提供や移住支援策の充実が求められるとともに、移

住潜在層に向けた移住の働きかけが必要である。

● ○ ○■ ■ R02 08

● ○ ○ （一次評価結果）��　事業実施により移住者数は増加しており、社会減の抑制とともに、地域活性化に向けて引き続
き取り組む必要がある。

■ □ ■ □
□ 令和２年度県民意識調査、窓口での移住相談

　首都圏から秋田への人の流れを創出し、移住者誘致による地域活性化のため、全県的な移住者受入体制の整備、移
　令和２年度県民意識調査の「県政の重要課題として力を入れてほしいこと」では「県内への移住の 住ポータルサイトのリニューアルや既移住者等との連携による情報発信の強化等の取組を実施した。

促進」が50項目中上位11番目（前年度13番目）となり、引き続き、重要課題の上位に位置している。

また、本県への移住を希望する移住定住登録数（新規）は、高水準を維持しており令和２年度は645

人が秋田への移住を希望し新規登録している。

0 60 1 0 2 0 40 3 0 5

移住情報発信事業 首都圏の移住相談窓口の設置、多様なメディアを活用した移住情報の発信、移住ガイドブ
01

ックの改訂等      21,435      21,865      24,184      24,184      24,184      24,184              

受入体制整備事業 県内の相談体制の整備、移住者への各種助成による移住促進02
     30,636      26,290      26,337      26,337      26,337      26,337              

地域に根差した起業・移住支援事業 移住と地域に根ざした起業を市町村と連携して支援
03                               9,900       9,950       9,950       9,950       9,950

「人が人を呼ぶ好循環」推進事業 先輩移住者や首都圏秋田ファンと連携し、秋田暮らし魅力や秋田との関わり方をテーマに
04 交流イベントを実施       3,179                               3,076       3,179       3,179       3,179

移住ポータルサイトリニューアル事業 関係人口に係る情報発信窓口を設けるほか、地域おこし協力隊情報の充実や移住情報への05
             アクセス向上のための移住ポータルサイトのリニューアル                                                   4,888            

－ その他合計－                              39,060                             1,597            

                  91,131      67,616      63,650      63,650     63,650      63,650

地方創生推進交付金                    5,676                                        8,316            

                                                                               

             労働保険料納付金          10          19          21          21         21          21

     59,282      57,953     91,121      63,629      63,629      63,629              
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７．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み
１次評価

指標名 指標の種類 評価結果
事業の効果（事業目標は達成されているのかどうか） 適用の可否 可 不可成果指標 有

効
性
の
観
点

指標式 Ab 達成率８０％以上１００％未満 c 達成率８０％未満a 達成率１００％以上業績指標
【評価への適用不可又はｃの場合の理由】①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当 B

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 最終年度

目標a C指
標
Ⅰ

実績b
１ 事業の経済性の妥当性(費用対効果の対前年度比) 適用の可否 可 不可

b 0.9～1.1a 1.1～ c ～0.9
東北及び全国の状況

＝〔 〕〔 〕
（指標Ⅰ）

/②データ等の出典
＝ （指標Ⅱ） A③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 【評価への適用不可又はｃの場合の理由】効

率
性
の
観
点

指標の種類指標名

成果指標指標式
B業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当 ２ コスト縮減のための取組状況
指
標
Ⅱ

最終年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 a 客観的で効果が高い指　標 b 取組んでいる c 取組んでいない
目標a 【コスト縮減に向けた具体的な取組内容又は取組んでいない理由】 C
実績b

東北及び全国の状況

②データ等の出典 A継続
③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月 総

合
評
価

B改善して継続
◎指標を設定することができない場合の効果の把握方法 C見直し

①指標を設定することが出来ない理由
D休廃止

E終了

②見込まれる効果及び具体的な把握方法(データの出典含む) ２次評価

必要性 A B C C有効性 A B C 効率性 A B

A継続総
合
評
価

１次評価 評価結果 B改善して継続

課題に照らした妥当性 a cb C見直し
【
理
由
】

D休廃止

E終了
必
　
要
　
性
　
の
　
観
　
点

Aa c住民ニーズに照らした妥当性 b 評価結果の当該事業への反映状況等(対応方針)
【
理
由
】 B

c県関与の妥当性（民間、市町村、国との役割分担） a b
法令・条例上の義務 内部管理事務 県でなければ実施できないもの

C民間・市町村で実施可能であるが県が関与する必要性が認められるもの 政策評価委員会意見
【
理
由
】

県外からの移住者数

● ○●県の移住相談窓口に登録した年度毎の移住者数（人）
●○ ○●○

○ ● ○
01 02 03 04 0 5 0 6 0 7

○       350                     330       340          0         0          0         0

       494                     576         0          0         0         0         0

○ ●ｂ／ａ 149.7% 169.4%     0%                               

○○ ○なし
令和02年度の効果 令和01年度の効果

移住・定住促進課
令和02年度の決算額 令和01年度の決算額

○○●○ 0 4

○
●○

○ ○
0 1 02 03 04 0 5 0 6 0 7 ○ ● ○

○         0          0                       0          0         0          0         0

移住相談者情報に係る県・市町村・移住支援機関が共同利用することを目的としたシステ         0         0         0          0                      0         0         0
ム（秋田移住サポートシステム）を相談業務に活用することにより、よりきめ細やかな移ａ／ｂ                                                 
住相談業務のほか、移住支援に係る業務の効率化に取り組んでいる。

　事業実施により移住者数は増加しており、社会減の抑制とともに、地域活性化に向けて●
引き続き取り組む必要がある。○ ○○ ○

○

○

○

- - - - - -- - -

（２次評価対象外）○
○

● ○ ○ ○
　首都圏から秋田への人の流れを創出し、本県の活性化を図るため、首都圏から若い世代

○の移住を促進する必要がある中で、本事業により、若い世代の移住者が増加している。

○

○● ○ ○
　コロナ禍により東京圏在住者、特に若い世代の地方移住への関心が高まっているほか、
移住定住登録者数（新規）は高水準を維持しており、移住情報の発信や受入定着支援の充
実が必要である。

●

○○ ●
□ □ □

○■

　移住者の受入は市町村が担うが、県全体としての移住者受入れをより一層進めるために
は広域的自治体として県が積極的に関与する必要がある。
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